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８
月
30
日
は
、
会
社
が

「
え
ん
罪
・
Ｊ
Ｒ
浦
和
電

車
区
事
件
」
を
た
た
か
う

美
世
志
会
の
仲
間
を
懲
戒

解
雇
し
た
日
で
あ
る
。

　「
退
職
を
強
要
し
た
」
と

し
て
２
０
０
２
年
11
月

１
日
に
浦
和
電
車
区
（
当

時
）
の
仲
間
を
中
心
と
す
る
７
名
が
突
如
逮
捕

さ
れ
、
３
４
４
日
間
も
勾
留
さ
れ
た
。
し
か
し

「
え
ん
罪
」
と
い
う
よ
う
に
、
裁
判
で
は
公
安

二
課
が
〝
被
害
者
〞
と
さ
れ
る
人
物
の
と
こ
ろ

に
出
向
き
、
説
得
し
て
被
害
届
を
提
出
さ
せ
た

こ
と
や
、〝
被
害
者
〞
と
さ
れ
る
人
物
と
の
会

話
を
公
安
が
都
合
良
く
捏
造
し
た
こ
と
な
ど
、

え
ん
罪
を
示
す
多
く
の
矛
盾
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
し
か
し
裁
判
所
は
２
０
０
７
年
７
月
17
日

に
全
員
を
有
罪
と
し
、
会
社
は
「
会
社
の
信
用

を
著
し
く
失
墜
せ
し
め
た
」
と
し
て
控
訴
中
に

も
関
わ
ら
ず
同
年
８
月
30
日
に
懲
戒
解
雇
し
た

の
で
あ
る
。
権
力
と
連
動
し
た
懲
戒
解
雇
へ
の

怒
り
と
悔
し
さ
を
絶
対
に
忘
れ
な
い
！

　
こ
の
事
件
の
本
質
は
、
憲
法
第
28
条
「
団
結

権
」
の
破
壊
と
、
平
和
運
動
を
取
り
組
む
Ｊ
Ｒ

東
労
組
の
破
壊
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
７
名
が
取

調
中
に
「
Ｊ
Ｒ
東
労
組
は
平
和
運
動
な
ど
生
意

気
だ
」
「
組
織
を
半
分
に
し
て
や
る
」「
内
側
か

ら
壊
せ
な
い
か
ら
、
外
側
か
ら
権
力
が
介
入
す

る
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
白
だ
。
故
・

後
藤
昌
次
郎
弁
護
士
は
「
国
家
に
し
か
で
き
な

い
犯
罪
。
そ
れ
が
『
戦
争
』
と
『
え
ん
罪
』」
と

訴
え
た
よ
う
に
、
「
え
ん
罪
・
Ｊ
Ｒ
浦
和
電
車

区
事
件
」
は
国
家
が
仕
掛
け
た
大
弾
圧
で
あ
る
。

　
Ｊ
Ｒ
東
労
組
は
、
事
件
の
狙
い
や
、
警
察
な

ど
の
公
権
力
が
労
働
者
を
守
る
の
か
を
議
論

し
、
「
平
和
・
人
権
・
民
主
主
義
」
を
掲
げ
て

団
結
を
固
め
て
き
た
。
私
た
ち
は
社
会
を
捉
え

返
し
、
自
分
が
何
を
す
べ
き
か
を
確
定
す
る
必

要
が
あ
る
。

　
不
当
労
働
行
為
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
隠
蔽
、
不
当

処
分
な
ど
の
懲
戒
権
の
濫
用
は
、
企
業
権
力
の

横
暴
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
特
に
三
鷹
営
業
統

括
セ
ン
タ
ー
で
の
二
重
処
分
は
決
し
て
許
さ
れ

な
い
。
管
理
者
は
、
組
合
員
と
の
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
作
業
ダ
イ
ヤ
の
認
識
の
違
い
か
ら
激
高
し
、

組
合
員
を
ソ
フ
ァ
に
押
さ
え
つ
け
た
。「
パ
ワ

ハ
ラ
で
す
よ
」
と
抗
議
し
て
も
、
管
理
者
は

目
を
見
開
き
「
そ
れ
が
何
だ
！
」
と
押
さ
え

続
け
、
そ
の
場
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
突
き
飛
ば

し
た
行
為
に
対
し
、
出
向
と
懲
戒
処
分
が
出
さ

れ
た
。
し
か
も
状
況
報
告
書
の
作
成
で
は
駅
長

が
「
こ
こ
を
消
し
て
」
な
ど
と
添
削
し
、「
こ
れ

を
書
か
な
い
と
年
休
を
承
認
し
な
い
ぞ
」
と
言

い
、
会
社
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
部
分
を
書
き

直
さ
せ
た
。
首
都
圏
本
部
と
の
面
談
で
は
、
弁

明
す
る
組
合
員
の
話
を
遮
り
「
反
省
し
て
い
る

の
か
」「
上
司
へ
の
暴
行
は
罪
が
重
い
。
傷
害

事
件
だ
」「
命
の
危
険
が
な
い
限
り
正
当
防
衛

な
ん
て
基
本
的
に
な
ら
な
い
」「
賞
罰
の
人
は

反
省
し
て
な
い
と
い
う
風
に
思
っ
て
い
く
し
か

な
い
」「
今
後
の
Ｊ
Ｒ
人
生
長
い
ん
じ
ゃ
な
い

の
」
と
、「
反
省
」
を
強
要
し
た
。
真
実
を
話

し
て
も
聞
く
耳
を
持
た
ず
、
都
合
の
悪
い
こ
と

は
隠
蔽
、
会
社
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
基
づ
く
処
分

あ
り
き
の
姿
勢
で
は
、
信
義
誠
実
な
議
論
な
ど

成
立
し
な
い
！

　
こ
の
事
象
で
は
、
組
合
員
は
「
助
け
て
！
」

と
叫
び
、
見
て
い
た
副
長
も
管
理
者
に
対
し

「
〇
〇
さ
ん
ダ
メ
で
す
」「
や
め
て
」「
ダ
メ
」
と

言
い
、
仲
裁
が
入
っ
て
収
ま
っ
た
が
、〝
組
合

員
だ
け
が
悪
い
〞
の
か
。
周
り
で
見
て
い
た
人

は
真
実
を
語
っ
て
い
る
の
か
と
疑
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

　
事
実
を
堂
々
と
言
え
る
職
場
で
な
け
れ
ば
、

雇
用
と
利
益
、
安
全
を
守
れ
な
い
。
Ｊ
Ｒ
東
労

組
は
弱
者
の
立
場
に
た
ち
、
不
当
な
事
象
に
声

を
上
げ
て
い
く
。
力
が
強
い
者
に
流
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
労
働
者
と
し
て
立
ち
向
か
う
こ
と

が
必
要
だ
。
社
会
や
職
場
で
起
き
て
い
る
事
象

を
議
論
し
、
自
分
は
何
を
す
べ
き
か
を
捉
え
返

そ
う
。
そ
し
て
Ｊ
Ｒ
東
労
組
に
結
集
し
、「
抵

抗
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を
根
底
に
安
心
し
て

働
け
る
職
場
と
、
真
実
を
堂
々
と
言
え
る
職
場

風
土
を
つ
く
り
出
そ
う
！

美世志会と共に「抵抗とヒューマニズム」を根底に
 戦争のない社会と労働者が安心して働ける職場をつくりだそう！

臨時窓口を開設しても、混雑は解消していない！
サービスレベルの向上を実現するため、組合員・社員・
お客さまの声をもとにした販売体制を構築しよう！

申
21
号

みどりの窓口縮減の一旦凍結
に関する申し入れ　団体交渉を行う！

　5月8日の社長会見で「みどりの窓口の縮減を一旦凍結」「可能な場合は臨時

窓口を開設して混雑分散を図る」と発表されたことを受け、ＪＲ東労組は駅で

働く仲間の声をもとに申21号を提出、7月31日に団体交渉を行いました。

　この間、ＪＲ東労組は「みどりの窓口の縮減はサービス低下につながる」と

して、問題意識を発信し続けてきました。職場からは「出札に担務変更とな

り、必死で仕事を覚えたところで窓口廃止。今度は臨時で設けるというが、ど

れだけ現場を振り回すのか」「窓口廃止と共に要員も削減された中、臨時窓口

の要員はどこから確保するのか」と怒りの声が寄せられています。

　場当たり的な対応をする経営姿勢に対し、ＪＲ東労組は職場とお客さまの声

を訴え、混雑緩和や社員説明を丁寧に行うことなどを求めてきました。引き続

き、サービスレベルの向上をめざして改善を求めていきます。

 ※交渉の詳細は、業務部速報No.3・4をご参照下さい。

組合 会社

● 出札の削減・縮減のとき、ＪＲ

東労組は地方・支社間を含め大

丈夫かと主張したが、会社の認

識はどうか。

■ 今年は定期多売とＧＷ輸送等、

インバウンドでのご利用が重な

り、混雑を鑑み一旦凍結するこ

ととした。

● 「みどりの窓口がなくなったら

不便」「なくさないでほしい」

とのお客さまからご意見をいた

だいている。

■ 苦労は受け止める。鉄道業でお

客さまに真摯に向き合うことは

使命であり、職場の成長につな

がる。

● 今回、臨時窓口を開設して混雑

は解消されたのか。

■ 全て解消されたというものでは

ない。曜日配列等で変わるた

め、見定めが必要だ。

● 近隣駅の窓口廃止で（窓口のあ

る駅での）窓口利用が増えてい

るほか、地方では車で駐車料金

を払って購入に来る方もいる。

別の駅では、窓口に入れる人が

少なく改札勤務者を臨時窓口に

充てたため、作業ダイヤ変更や

超勤も生じた。

■ 労働時間管理や教育・訓練も重

要。変化や繁閑における違いを

見ながら、ＭＶ

　の設置や制度

　面の見直しも

　ニーズを踏ま

　えて検討して

　いく。

● 社員説明前に報道され、現場が

苦労していることを改善すべき

だ！

■ お客さまに分かりやすく伝える

かが重要だが、直面する社員へ

の情報共有は検討が必要だ。

「グループ会社と一体となった業務体制の深度化」

新系列車両の機能保全の委託を可能
とする提案を受ける！ （7月29日提案）

　車両検修職場では、平成13年、平成24年と大規模な業務委託施策が行われま

したが、エルダー社員の雇用の場の確保を目的の一つとしてきました。そし

て、その中でも「技術レベルを維持するための一定のフィールド」として「新系

列車両の機能保全」をＪＲ本体で維持するとしてきたほか、団体交渉によって

「機動班業務（臨時修繕）」もＪＲ本体とすることをこれまで確認してきました。

　今回の提案で委託可能とされようとしている「新系列車両の機能保全」は、

車両センターの中で基礎となる検査で、車両センター配属後にほぼ全社員が最

初に経験する、重要な技術フィールドです。機能保全の委託によってＪＲ本体

で受け持つ定期検査はほぼ無くなるため、ＪＲ本体の技術力を維持・向上でき

るのか議論が必要です。

　また、車両関係社員のキャリアプランが大きく変わることとなりますが、「出

向しなければ技術を学べない体制」となるならば大きな問題です。また、提案

時にどの職場の委託を考えているのかを質問したところ、会社は「具体的には

これからになる」と回答しましたが、全職場で委託可能とする提案内容であ

り、ＪＲ東労組として強い問題意識を持っています。

　ＪＲ東労組は、組合員が「安全・健康・ゆとり」を実感でき、車両品質を維

持・向上するための技術力をしっかりと習得できる体制をめざし、取り急ぎ解

明交渉に臨みます。 ※提案時の議論は、業務部速報No.2をご参照下さい。

【提案内容】

　「グループ会社と一体となった業務体制のさらなる推進」から現在に至る

まで、エルダー社員の技術力・ノウハウを活かせる仕事の場の拡大およびグ

ループ会社のプロパー社員も含めた業務執行体制の構築により、技術力の向

上を実現している。

　今後、さらに新系列車両への置換えが進むことから、環境の変化に柔軟に

対応し、「変革2027」の実現に向けた取組みをさらに加速させるために、グル

ープ会社と一体となって、より効率的な業務執行体制の構築を目指していく。

1．実施内容　新系列車両の機能保全の委託を可能とする。

2．実施期日　令和７年４月１日

【交渉の要旨】

提案内容を議論し、疑問点や要求を集約しよう！

※新系列車両… 主に209系以降
の車両を指す

現
行
の
車
両
関
係
社
員
の

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル（
代
表
例
）

入
社
（
Ｊ
Ｒ
）

入
社
（
Ｇ
社
）

基
礎
技
術
教
育

（
総
車
セ
等
）

基
礎
技
術
教
育

（
Ｊ
Ｒ
へ
出
向
）

機能保全

機動班・
駅派出

仕業検査・
誘導・構内
入換

上回り検修

検修当直

技術管理室
技術指導・品質保証
車両運用・入場計画
資材・企画・契約・設備

車輪転削

構内計画・信号・
指導操縦者

委託可能と提案された「新系列車両の機能保全」業務


